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当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             株  主  総  会 

取締役会 
社外取締役（独立役員） 

【意思決定・監督】 

経営会議 
業務執行の意思統一 

業務執行取締役・ 
執行役員等 

監査役会 
社外監査役（独立役員） 

監査室（内部監査） 

会計監査人（会計監査） 

 顧問弁護士 執行役員【業務執行】 
業務執行の意思統一 

コンプライアンス・リスク管理委員会 
委員長（社長）、 

管理部門担当役員、監査役、 
本社管理部門各部長 

 

代表取締役社長 

法務室 



適時開示体制について 

(1) 適時開示体制の整備及び運用状況 

ａ 適時開示体制の整備に向けた取組み 

当社は、会社情報の適時開示体制の充実をコーポレート・ガバナンスの一環として位置付けしており、

投資者の投資判断上で重要であると認められるものに対しては、迅速かつ正確・公平に開示することを重

視しております。 

なお、迅速かつ正確・公平に開示された会社情報は、当社ホームページのＩＲ情報欄において

その内容を株主並びに一般投資家に向けて開示しております。  
また、重要事実の判断を可能にするため、情報の取扱を具体的に規定した「内部情報管理規程」により

ルール化し、重要事実が発生した場合の問い合わせ窓口（総務人事部）を一元化し、各部門の責任体制を

整えております。収集された情報は、逐次、情報開示取扱責任者に集められ、検討・手続きが行われたう

えで、公表すべき情報は、取引所の適時開示規定に基づいて、適時に公表することとしております。 

当社の事業は、物流業務(運送及び倉庫保管)を主要な事業として行っており、事業を行うに当たっては

安全や環境保護のための法的規制を受けていることから、コンプライアンスを重視して法令違反等の防止

マニュアルを確実に実行しております。 

また、取引所等のインサイダー取引防止セミナー並びにディスクロージャーセミナー等には、積極的に

参加し、業務能力の向上に努めております。 

社員に対する周知・啓蒙については、総務人事部担当役員が、インサイダー取引防止策とともに各種会

議等において随時教育しております。 

 
ｂ 適時開示担当組織（担当部署及び人員数等）の状況 

担当部署名 

 担当役員 １名、経理部 部長 １名 

情報取扱責任者の役職及び氏名 

 取締役常務執行役員 畠 秀一（経理部担当） 

 

 

　Ｃ．適時開示体制

　 　　　数値情報

　  　　定性的情報

発生事実

決定事実

決算情報

本社各部

業務本部

経理部

総務人事部

総務人事部長
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